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  序 住宅マスタープラン改定にあたって 
 

１  住宅マスタープラン  

『文京区住宅マスタープラン』は、「文京区住宅基本条例」第 6 条に基づき、住宅に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために策定します。 

長期的な視点から、今後めざすべき住宅政策の目標を定めるとともに、都市計画、福祉及び環

境などの関連計画と十分な調整を図り、住宅・住環境に関する基本的な考え方、推進するべき施

策とその展開の指針を定めるものです。 

 

２  改定の背景  

文京区では、これまで人口の動向や社会経済の状況に対応しながら、区民の住宅問題の解決と

住生活の向上を図るため、住宅政策を展開してきました。 

本区の住宅政策は、昭和 60 年代(1980 年代半ば頃)を端緒とする、いわゆるバブル経済の時期

を契機に始まったものです。オフィス需要の増大や土地投機を背景に、地上げ、住宅のオフィス

化が進み、地価の高騰は一般給与所得者の住宅取得を困難なものとし、家賃の上昇、税負担の増

大など、区民の住生活に大きな影響をもたらすようになりました。最も顕著な影響は、本区の人

口減少に拍車がかかるという事態に現われ、定住対策、居住の確保が大きな課題となりました。 

このため、平成 3年(1991年)3月の『第 5次文京区基本計画』では、住宅対策を区政の重要課

題と位置づけ、同年 4 月には住宅政策担当課の設置、(財)文京区まちづくり公社の設立を進め、

平成 4年(1992年)には住み替え家賃助成事業を開始、同年 3月には『第一次住宅マスタープラン』

を策定、同年 10 月には「文京区住宅基本条例」を制定し、借上げ区民住宅の募集を行うなど、

居住の確保、定住の促進に力を尽くしてきたところです。 

また、平成 9年(1997年)には、引き続く人口減少に対応するため、区民の定住促進を柱とする

『第二次住宅マスタープラン』を策定し、第一次と同様、居住の確保、定住の促進を基調とした

住宅政策を推進してきました。 

その後、住宅政策をとりまく環境は著しく変化しました。いわゆるバブルの崩壊に伴う地価・

住宅価格の下落、産業構造の転換に伴う低・未利用地の発生、そして国・東京都の都心居住推進

施策の充実などを背景に、区内では住宅供給戸数が大幅に増加し、それまで減少していた本区の

人口は、平成 11年(1999年)を境に増加に転じ、順調に回復傾向を辿るようになりました。 

その結果、今日では住宅ストックが増加し、人口の定住という課題はほぼ解消されるようにな

っています。本区の住宅政策の端緒となった居住の確保、定住の促進という課題に対して、区の

役割は大きな変化をみせることとなりました。 

今後の住宅政策に関わる要素としては、現在、本区において進行している少子・高齢化があげ

られます。今後、人口構成の変化がさらに進むことが予想されます。 

また、共同住宅等の建設により建築物の中高層化が進み、各地域の環境に変化が見られること

から、身近な住環境に対する区民の関心が高まってきています。これに加え、ＮＰＯなどの様々

な団体による地域に根ざした活動の活発化など、地域社会に関わる様々な活動の成熟が見られる

ようになりました。 

これらを踏まえ、今後の成熟社会への移行を視野に入れ、これまでの定住促進、住宅戸数の確

保を中心とした住宅政策を大きく転換する必要があります。 

以上のような背景のもとに、これまでの住宅施策を再検討するとともに、新たな課題に適切に

対応するため、『文京区住宅マスタープラン』を改定するものです。 
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《 全 体 の 構 成 》  

第 1章 住宅政策をとりまく現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 住宅マスタープランの目標と方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 施策の展開方向 [1] 基本方針別      第 4章 施策の展開方向 [2] 地域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

2 区民の居住の現状 

(1) 人口と世帯 

(2) 居住 

(3) 住宅のストックとフロー 

(4) 住環境 

4 住宅政策に関わる課題 

(1) 少子･高齢社会に向けた様々な世帯への対応 

(2) 多様な住宅ストックの活用の円滑化 

(3) 良好な住環境の維持・再生 

3 住宅政策の取り組みと評価 

(1) 文京区の取り組み 

(2) 東京都の取り組み 

(3) 国の取り組み 

(4) 区の住宅政策の経緯 

(5) これまでの施策の実績と評価 

1 社会経済の動向 

(1) 人口構成・社会構造の転換 

(2) 様々な居住のあり方の変化とコミュニティ形成の動き 

(3) 住宅市場の変化 

(4) 環境に配慮した社会づくりとＩＴ社会の到来 

(5) 住宅・住環境に関する制度の動向 

1 改定の視点 

(1) 住宅政策の見直しの必要性 

(2) 住宅マスタープラン改定の視点 

2 位置づけと期間 

3 基本理念と目標像 

○ 誰もが健やかに安心して暮らせる住宅・住環境のまちをめざします。 

○ 快適で住み続けたいと思えるゆとりある住宅・住環境のまちをめざします。 

○ 地域の自然・歴史・文化を生かした魅力ある住宅・住環境のまちをめざします。 

○ 住宅の社会性・公共性を重視するとともに、区民、民間企業等の協力と協働による施策の推進をめざします。 

 

文化の香る文教・住宅のまち 

みどり豊かなゆとりある住環境のもと 

世代を超え、誇りを持って住み続けられるまち 

 

4 基本方針 

(1) 様々な世帯がすこやかに暮らせるまち 

(2) 安心して住み続けられるまち 

(3) 快適な住生活・住文化を育むまち 

1 施策体系の設定 

2 基本方針別の施策・事業 

 (1) 様々な世帯がすこやかに暮らせるまち 

① 子育て世帯の居住の推進 

② 高齢者・障害者等の安心居住の推進 

③ 区民のための住宅ストック活用の推進 

(2) 安心して住み続けられるまち 

① 災害に強い住宅・まちづくりの推進 

② 良好な住環境の維持・形成の推進 

③ 良質な住宅・宅地の維持・再生の推進 

(3) 快適な住生活・住文化を育むまち 

① 分譲マンションの維持管理・建替えの円滑化 

② 定住やコミュニティ形成を志向する住宅建設等の誘導 

③ 良好なコミュニティ形成の誘導 

④ 住民主体による住宅・まちづくり活動の推進 

1 総合的な推進体制づくり 

2 取り組むべき課題 

① ＩＴ活用を含めた相談・支援体制づくり 

② 民間等の住宅関連団体との連携 

③ 地域における住宅関連資源の活用 

④ 庁内関係部署による横断的な施策の推進 

⑤ 他自治体・都・国との交流、情報交換 

5 目標となる指標 

(1) 人口フレーム 

(2) 住宅整備のフレーム 

(3) 居住水準の目標 

(4)  住宅性能水準の目

標 

(5) 住環境水準の目標 

1 基本的な考え方 

2 土地利用方針に基づく施策展開の方向 

3 地域別の整備・保全方針 

都心地域 

下町隣接地域 

山の手地域 東部／中央／西部 

4  重点的な事業推進地区 
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